
質 疑 応 答 （多面的機能の維持増進活動）
注）地域社会貢献活動の質疑応答ではありません。

Ｑ １ 農業農村の有する多面的機能の維持増進活動とは、どのようなものですか。

Ａ １ 農業農村の有する多面的機能の維持増進活動は、農地・用排水路及び農道等
の農業用施設の管理を通じて洪水防止、環境や景観の保全等、様々な役割を維
持向上するための活動です。
また、農地や農業用施設は、その多くが農業農村整備事業により整備された

のち、地域に引き継がれ、市町村、改良区、農業者等が維持管理にあたってま
すが、洪水防止等の国土保全機能や景観形成のアメニティ機能等の維持増進を
図るため、下記の事業等を展開し、地域の共有財産として地域住民はもとより
都市住民等、様々な主体が参加して維持保全活動を行っています。
１ 農地・水・環境保全向上対策
２ 中山間地域等直接支払制度
３ 国営造成施設管理体制整備促進事業
４ 地域用水機能増進事業
５ 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業
６ 農業農村整備事業で造成された施設に関する施設管理団体との管理協定
や連携により行われる活動

Ｑ ２ 何故、地域貢献の評価項目を農業農村の有する多面的機能の維持増進活動と
したのですか。

Ａ ２ 道では、農業者はもとより地域住民など様々な参画を得て共同活動を行う農
地・水・環境保全向上対策等の事業を地域振興施策として積極的に展開を図っ
ているところであり、こうした事業等に企業が参加して行うボランティア活動
や農業用施設に関し防災協定等に基づき行われる活動により、事業等が大きな
広がりとなっていくことで、よりよい成果が期待できることから、農業農村の
有する多面的機能の維持増進活動を地域貢献の項目としました。

Ｑ ３ 農地・水・環境保全向上活動で、地域で水路の補修を行う際、作業機械等が
無いため地域に格安でリースをしましたが、この場合多面的機能の維持増進活
動として認められるのですか。

Ａ ３ 多面的機能の維持増進活動は、ボランティア活動を指しており、具体的な行
動であることが必要となります。
ですから、地域のためにリース料を安くしたとしても、リース等の契約に基

づく行為については、この様な活動は認められません。
しかし、機械はリースしたが、職員等が無償で作業を手伝ったり、現場での

安全作業のための指導を行うなどのボランティア活動が含まれている場合は、
当該団体等から証明が得られる内容と考えられます。



Ｑ ４ 改良区の用水路が、会社の近くを通っていたため、改良区と協議のうえ、
水路用地の植栽と清掃を行っているが、こうした活動は認められるかのですか。

Ａ ４ 認められます。ただし、こうした活動が「取扱」で定められた事業等として
位置づけられていることが必要です。

Ｑ ５ 当社では、職員のボランティア活動を推奨しており、複数の職員がＮＰＯ法
人の行う活動に参加する形で、改良区が管理する施設に対し植栽活動・草刈り
活動を行っていますが、こうした活動は認められるのですか。

Ａ ５ 認められます。ただし、こうした活動が「取扱」で定められた事業等として
位置づけられていることが必要です。

Ｑ ６ 農業農村の有する多面的機能の維持増進活動に関する申告書の確認を受け
ようと思いますが、どこに提出すると良いのでしょうか。

Ａ ６ 当該総合振興局又は振興局の農村振興課または調整課契約担当窓口に提出し
てください。

Ｑ ７ 維持増進活動は、当該年度を除く過去３か年度の活動とありますが、過去
３か年度内に１回でも活動していれば良いのですか。
また、その活動を行った場所は北海道内であればどこでも良いのですか。

Ａ ７ 新たな評価として項目に追加していますことから平成２１年度は、入札に参
加する総合振興局又は振興局管内において過去３か年度に１回でも活動があっ
たものに対して評価しますが、地域貢献の主旨から、今後は、継続的に活動して
いるものを評価対象とするよう検討していきたい考えています。

Ｑ ８ 当社では、Ａ土地改良の用水路の草刈り作業に、S職員が４月に、Ｂ専務
が６月に参加しました。このような場合は複数参加として認められるのでし
ょうか。

Ａ ８ 同じ団体で同じ活動であるので認められます。
ただし、A土地改良区の用水路の草刈りにS職員が４月、C土地改良区にB専

務が６月に参加した場合は、同一活動に複数参加したとは認められません。



Ｑ ９ 地域貢献活動に対する総合振興局等の確認書の有効期限は。

Ａ ９ 地域貢献活動については、過去３か年度での活動を対象に評価することとして
います。
なお、ご質問の確認書の有効期限は、当該入札年度のみ有効となります。

Ｑ１０ 当社では、休日ボランティア活動する職員に対し手当を支給していますが、
この場合の活動は認められるのですか。

Ａ１０ 認められます。

Ｑ１１ 維持増進活動へのお礼として、活動組織から会社へ謝礼（金品等）が届き
ましたが、この場合は、ボランティア活動の対象となるのですか。

Ａ１１ 「取扱」で定められた事業等に対し無償で行った維持増進活動の場合に該当
しますので、少額であっても謝金等を受け取った場合は該当しません。
ただし、活動組織から一律配布された茶菓や記念品等の場合は、謝金等に該

当しません。

Ｑ１２ 改良区設立５０周年記念行事で、長年のボランティア活動に対して、当改
良区理事長から会社に対して金一封を贈呈しましたが、個別のボランティア
に対してのものではないので、活動の証明は出せると考えていますが、よろ
しいですか。

Ａ１２ 認められます。
ただし、証明を出せる維持増進活動は、あくまで無償で行ったものを対象と

していますので、証明発行するにあたっては、このことに留意してください。

Ｑ１３ 以前より、地元の土地改良区へは草刈りや水路の土砂上げに協力してきま
した。このような活動は、認められますか。

Ａ１３ 今回の措置は、総合評価方式に係る地域貢献項目として新たに設定したもの
であり、農業用施設の維持増進のために道が認めた事業等に沿った活動のみに
認めることとしております。
申告にあたっては、「取扱」で定められた事業等に沿って行われた活動であ

るかどうか、土地改良区や活動組織などの証明者に確認して申告してください。



Ｑ１４ 個人所有の畑の法面が崩れていたので、ボランティアで法面に植樹をした
活動は対象となるのですか

Ａ１４ 個人に対する活動は対象とはなりません。

Ｑ１５ 管内の企業と管外の企業が共同企業体を編成し、企業体として農業農村の有
する多面的機能の維持増進活動をした場合、単体としての実績カウントとなる
か。

Ａ１５ 企業体としての活動は、その企業体のみの実績とします。構成員個々の単体
企業の実績とはなりません。
よって、評価対象は、同一構成員で企業体を編成し、過去３か年度活動した

ものとなります。ただし、企業体の構成員が単体で当該総合振興局又は振興局
管内において、地域活動しているものは対象となります。

Ｑ１６ 企業としての活動は、複数の職員が参加した活動についてとなってい
ますが、会社を代表する立場にある役員が１名参加した場合は、複数と
扱えませんか。

Ａ１６ 扱えられません。
複数とは、役職を問わず２名以上であることが必要です。

Ｑ１７ 当社では、A土地改良区の用水路の草刈り作業に、S職員が会社を代
表して一人で年数回参加していますが、このような場合は企業活動と
認められますか。

Ａ１７ 認められません。企業の活動は、役職を問わず複数の職員が参加したも
のを対象としています。

Ｑ１８ 農業農村整備事業の周知のために、A土地改良区が行うＰＲ活動（パネル
展、体験コーナー、パンフレット配布など）に対し無償で協力した場合は該
当となりますか。

Ａ１８ 認められません。農業農村の有する多面的機能の維持増進活動とは、
農地・用排水路及び農道等の農業用施設の管理を通じて洪水防止、環境や
景観の保全等、様々な役割を維持向上するための活動です。ですから、
農業用施設の管理の維持向上に直接関連しない場合は対象外となります。



Ｑ１９ ○○市長から弊社が行った用水施設の維持増進活動に対する感謝状が贈呈
されたので、申告書に感謝状の写しを添えて提出しようと思いますが証明者
の押印は必要なのでしょうか。

Ａ１９ 必ずしも必要とは限りません。その場合、感謝状に公印が押印されていて
活動内容の記述があり、内容が確認できるものであることが必要です。

Ｑ２０ 弊社は地域環境に関心があり、５年前から弊社が工事を請け負った近自然
工法を採用した排水路において、施工後の効果が発揮されているかモニタリ
ングやフェローアップを行い、生態系や環境に対する保全活動をしています。
また、魚や昆虫のモニタリングは近くの小学生の課外事業に合わせて行っ

ています。これらの活動内容については弊社のホームページや幾つかの冊子
に掲載もされています。
ですが、あくまで弊社独自の活動であるため、この様な場合は地域貢献と

して認められるのでしょうか。

Ａ２０ 活動内容がホームページや冊子に掲載されているなどから広く認知されて
いると思われ、その活動は当然施設管理者の協力があって成り立つものであ
ることから施設管理者とも連携していると判断できます。
ただし、施設が農業農村整備事業で造成されたものであること、ホームページ

や冊子の発行日などから場所や期間、活動内容が分かり場合に限ります。


